
 

 

 

平成 30 年度 

利尻富士町通学路防犯・交通安全プログラム 
 

～通学路の安全確保に関する取組の方針～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 月 8 月 

 

利尻富士町通学路安全推進会議 

 

 



１．プログラムの目的 

昨今、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生していることから、平

成２８年度に各関係機関により「利尻富士町通学路安全推進会議」を設置し、児童生徒が

安全に通学できるよう通学路の安全確保対策に取り組んできました。 

しかし、全国的には地震によるブロック塀倒壊に伴う登校中の死亡事故や、下校中の児

童が殺害される等の痛ましい事件も発生していることを踏まえ、登下校中の交通事故や自

然災害による事故防止に加えて、防犯の観点からも、再度緊急合同点検を実施し必要な対

策内容について協議しました。 

今後は、本プログラムに基づき関係機関が連携して児童生徒が安全に通学できるように

通学路の安全確保を図っていきます。 
 

２．合同点検実施日時 

  日  時：平成 30 年 7 月 19 日 13：30～17：00 
 

３．利尻富士町通学路安全推進会議 

関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとする「利尻富士町通学路安全推進会議」

を設置しました。本プログラムは本会議で議論し策定しました。 

・利尻富士町教育委員会・利尻富士町総務課・利尻富士町建設課 

・町内各小中学校ＰＴＡ 

・町内各小中学校 

・北海道旭川方面稚内警察署（鬼脇・鴛泊駐在所） 

・北海道稚内建設管理部利尻出張所 
 

４．取組方針 

（１）基本的な考え方 

  継続的に通学路の安全を確保するため、定期的に合同点検を継続するうえで、ＰＤＣＡ

サイクルによる対策実施後の効果把握を行い、対策の改善・充実を図るとともに、通学路

の安全性の向上を図っていきます。 
 

【通学路安全確保のためのＰＤＣＡサイクル】 

              Ｐｌａｎ 

合同点検の実施 

対 策 の 検 討 

 Ａｃｔｉｏｎ                     Ｄｏ 

対策の改善・充実                   対策の実施 

              Ｃｈｅｃｋ 

対策効果の把握 
 

（２）定期的な合同点検 

 ○ 合同点検の実施時期等 

  ・道路新設など周辺交通状況の大きな変化により通学路を見直した場合は、その都度合

同点検を行うこととします。 

  ・降雪時の危険箇所については、関係機関の情報や積雪状況に応じて適宜対応します。 



  ・効率的・効果的に合同点検を行うため、重点課題を設定し、合同点検を実施します。 

 

○ 合同点検の体制 

・合同点検は本会議メンバーにより行い、全通学路を徒歩により目視点検します。 
 

【合同点検の重点課題】 

○ 交通安全の観点から、通学路の歩道の状況・通学路表示・横断歩道の設置検討を行い

ます。 

○ 防災の観点から、地震発生時のブロック塀や自動販売機等、落下や転倒の危険性があ

る構築物、液状化や隆起するマンホール等危険個所の確認を行います。 

○ 防犯の観点から、「一人区間」等の「見守りの空白地帯」等の危険個所を把握・共有

し、地域の見守り体制や防犯カメラ・防犯灯といった環境整備・改善策を検討します。 

 

（３）対策の検討 

  ・合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに歩道整備や防

護柵・防犯カメラ・防犯灯のようなハード対策や、交通規制や交通安全教育、地域の

見守り体制や地域連携の場の構築等のソフト対策など、対策必要箇所に応じて具体的

な実施メニューを検討します。 

（４）対策の実施 

  ・対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間で連携・協議を図ります。 

（５）対策効果の把握 

  ・合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がって

いるのか小学校への聞き取りを実施するなど、対策実施後の効果を把握するための手

法を検討し、対策効果の把握を実施します。 

（６）対策の改善・充実 

  ・対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて対策内容の改善・充実を図りま

す。 

 

５．箇所図・箇所一覧表の公表 

   小学校毎の点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために「対策

一覧表」及び「対策箇所図」を作成し公表します。また、児童生徒自身の登下校中の安

全対策意識向上を図るため、別添③のチラシを全小中学生に配布します。 

   なお、利尻富士町登下校防犯プランについては別途定めることとし、地域安全マップ

については危険個所を「見える化」し、関係機関により情報共有を図ります。そのため、

地域安全マップについては防犯上の観点から非公表とします。 

 

【別添資料】 

   別添①対策箇所一覧 

   別添②対策箇所図 

   別添③利尻富士町の小中学生へ～安全に投稿するために～ 

   別添④利尻富士町登下校防犯プラン 

別添④    〃        （地域安全マップ）（非公表） 



別添① 

利尻富士町内通学路の要対策箇所一覧（Ｈ３０年度） 

 

【鴛泊小学校・鴛泊中学校】 

 路線名 住所・箇所名 点検箇所の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策状況 

① 鴛泊市街９号線外 利尻富士町鴛泊通学路一円 通学路の表示がない。 表示板等の設置 利尻富士町 適時対策 

② 利尻富士利尻線 

利尻富士町鴛泊字富士野 

（町総合体育館周辺） 

外灯がなく暗い。特に冬季は暗く

なるのが早いため危険な状況。 

外灯（防犯灯）の設置 利尻富士町 適時対策 

③ 利尻富士利尻線 利尻富士町鴛泊字栄町 

歩道の未整備箇所があり、車道幅

員も狭隘で、車両通行及び歩行に

支障をきたし、非常に危険な状況

である。 

車道拡幅、歩道設置の整備中 北海道 

 

事業 

実施中 

 

 

【利尻小学校・鬼脇中学校】 

 路線名 住所・箇所名 点検箇所の状況・内容 対策内容 事業主体 対策状況 

① 沓形仙法志鴛泊線 利尻富士町鬼脇字鬼脇 歩道上に一部凹凸箇所がある。 

現状を調査し補修対策を立案

する 

北海道 適時対策 

② 鬼脇中央線外 利尻富士町鬼脇通学路一円 通学路の表示がない。 表示板等の設置 利尻富士町 適時対策 

③ 鬼脇ヤムナイ沢線 

利尻富士町鬼脇字鬼脇 

（鬼脇支所前交差点） 

横断歩道の設置がない。 横断歩道の設置検討 公安委員会 設置要望 

 



別添② 鴛泊小学校・鴛泊中学校通学路 対策箇所図 

凡例 

        基本通学路（①通学路の表示なし） 

        ②外灯が無く暗い。 

        ③歩道の未整備箇所あり・車道幅員狭隘 

こども 110 番の家 

公共施設 

鴛泊保育所 

鴛泊中学校 

りぷら 

保健センター 

役場 

鴛泊診療所 

寿の家 

消防 

翔武館 

総合体育館 

鴛泊小学校 

郵便局 

合同庁舎 



別添② 利尻小学校・鬼脇中学校通学路 対策箇所図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 

        基本通学路（②通学路の表示なし） 

        変更予定の通学路 

        ①歩道上の一部に凸凹箇所がある。 

        ③横断歩道設置検討 

こども 110 番の家 

公共施設 

旧鬼中 

公民館 

（ふじっ子） 

老健 

診療所 

神社 

消防 

利小・鬼中 

鬼保 

警察 

鬼脇支所 

郵便局 

地域青少年会館 

福祉の家 

秀峰園 
北のシーマ 

 



別添③ 

利尻富士町の小中学生へ ～安全に登下校するために～ 

  

日本全国では、学校の登下校中に交通事故に巻き込まれたり、地震が発生し塀の下敷きになったり、

不審者による誘拐事件などの事件が起きているのを知っていますか？ 

安全に学校へ通学するためには、自分の通学路の危険な場所を知っておくことが大事です。 

みなさんも一度自分の通学路を確認してみましょう！ 

 

①交通ルールを守ろう！（交差点の飛び出し厳禁・車の巻き込み注意・左右の確認等） 

 

②地震が起きた場合、イラストの場所は危険です。事前に倒れたり落ちてくる危険が無い安全な場

所を確認しておきましょう。安全な場所で身を守り、揺れが落ち着いてから津波の危険がある場

合は高台に避難しましょう。皆さんの小中学校は、町の指定避難所になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③通学路のどこに「子ども 110 番の家」があるか確認しておきましょう。不審者やクマ等が出没し

た場合は、近くの「公共施設」又は「子ども 110 番の家」に一時避難しましょう。その後、状況

を警察か学校へ通報しましょう。 

 

 

 

にほんぜんこく  がっこう とうげこうちゅう こうつうじこ  ま こ       じしん  はっせい へい したじ 

ふしんしゃ   ゆうかいじけん    じけん  お         し 

あんぜん がっこう つうがく         じぶん つうがくろ きけん  ばしょ  し          だいじ 

          いちどじぶん つうがくろ かくにん 

こうつう     まも      こうさてん と だ  げんきん くるま ま こ  ちゅうい さゆう かくにんなど 

じしん お    ばあい        ばしょ  きけん    じぜん たお    お       きけん  な あんぜん ば 

しょ かくにん            あんぜん ばしょ み  まも   ゆ   お  つ       つなみ きけん     ば 

あい たかだい ひなん        みな  しょうちゅうがっこう まち していひなんじょ 

  つうがくろ      こ      ばん いえ       かくにん            ふしんしゃ     など しゅつぼつ 

  ばあい   ちか   こうきょうしせつ また  こ      ばん いえ   いちじひなん           あと じょうきょう 

  けいさつ がっこう つうほう 



利尻富士町登下校防犯プラン 

 

★利尻富士町登下校防犯プランとは 

登下校時における児童生徒等の防犯上の安全を確保するため、地域社会

全体で取り組むべき防犯対策のプランです。 

以下の 5項目を防犯対策の重点項目として取り組みを推進します。 

 

重点項目① 地域における連携の強化に取り組みます。 
 

地域の連携の場として「利尻富士町通学路安全推進会議」を活用し実行的

な対策に結び付けます。 

 

重点項目② 通学路の緊急合同点検の実施及び環境の整備改善を進めます。 
 

緊急合同点検の実施により作成した「地域安全マップ」を活用し関係機関

により危険個所を共有し、効果的な見守りや防犯灯の設置等環境の整備改善

に繋げるなど防犯のまちづくりを推進します。 

 

重点項目③ 不審者情報等の共有及び迅速な対応を行います。 
 

不審者・害獣対策として、「学校における不審者・害獣出没情報に対する

対応基準」により迅速な対応・関係者間の情報共有を図ります。 

 

重点項目④ 多様な担い手による見守りの活性化を図ります。 
 

「一人区間」などの「見守り空白地帯」を埋めるため、地域全体として「子

ども 110番の家」への参加を推進します。 

 

重点項目⑤ 子供の危険回避に関する対策の促進を図ります。 
 

子供自身が、危険予測・回避能力を身に付けるため防犯教育を推進します。 

 

 

 

利尻富士町教育委員会・利尻富士町通学路安全推進会議 



学校における「不審者・害獣出没情報」に対する対応基準 
 

対応水準 フェーズ（具体的な局面） 学校の措置 教職員の対応 

レベル４ 
脅威が現在進行形で展開されている

状況（逃走中、逮捕・捕獲行動など） 

臨時休校 

（逮捕または捕獲により脅威が完全に除去されるまでの期

間） 

自宅待機 

レベル３ 
レベル２の状況があり、より脅威が迫

る可能性が高いと判断される状況 

（レベル２の体制を維持し）始業時間の繰り下げ・下校時

間の繰り上げ 

引率・見守り 

レベル２ 
情報確度も高く、身近で具体的な目撃

情報、物的情報がある状況 

保護者による登下校時の完全保護及び役場、地域、教職員

による登下校完了までの見守り体制 

見守り 

レベル１ 
情報確度は高いが、脅威がそれほど差

し迫っていないと判断される状況 

文書・連絡網・学校メール等よる注意喚起 

（登下校時の集団登校や保護者送迎の奨励） 

時間内巡回 

レベル０ 
情報根拠が曖昧、または未確定要素が

多い、誤情報の確率が高いと判断され

る状況 

教職員内での情報共有 

（児童生徒及び保護者への指示等はしない） 
 

※判断及び実施にあたっては、関係機関（役場・警察・教委・専門家・近隣校）と協議する。 


